
第 8 号の２様式（第１０条の２関係）         

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿  

令和５年４月１日 

個 人 情 報 

フ ァ イ ル の 名 称 
細街路拡幅整備申請者名簿管理ファイル 

行 政 機 関 等 の 名 称 東京都板橋区長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

          都市整備部 建築安全課 
    担当    細街路整備係  
    電話番号    03（3579）2565 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 

の 利 用 目 的 

細街路拡幅整備協議は建築基準法第 42 条第 2 項に基づき、道

路に接している宅地において、災害時の緊急車両の通行の確保、

避難通路の確保など災害に強いまちづくりを進めていくことを目

的としている。 

細街路拡幅整備事業にかかる申請状況を適切に管理するために

利用し、保有している。 

記 録 項 目 

１ 建築主等の住所 

２ 建築主等の氏名 

３ 建築主等の電話番号 

４ 代理人の住所 

５ 代理人の氏名 

６ 代理人の電話番号 

７ 土地の所在 

８ 土地の所有者 

９ 後退用地の権利形態 

10 添付書類等の情報 

11 助成金の申請書 

12 助成額 

13 見積額 

14 助成対象金額 

記 録 範 囲 
助成申請を行った者（助成金の重複支給防止の為制度開始の平成

２年度以降分） 

記録情報の収集方法 
収集の相手方：建築主等申請を行う者 

収集の手段：窓口申請（紙）により収集 

要 配 慮 個 人 情 報 が 
含 ま れ る と き は 、 
そ の 旨 

□含む（上記記録項目の番号 

               ） 

■含まない 

記 録 情 報 の 
経 常 的 提 供 先 

□あり（経常的提供先                ） 

■なし 

開 示 請 求 等 を 受 理 
す る 組 織 の 
名 称 及 び 所 在 地 

東京都板橋区総務部区政情報課 

〒173-8501 

東京都板橋区板橋２－６６－１ 



訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よ る 特 別 の 手 続 等 

□あり（他の法令の規定                ） 

■なし 

個 人 情 報 
フ ァ イ ル の 種 別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理 

ファイル） 
政令第 21 条第７項に該当す

るファイル 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工 
情報の提案の募集を 
す る 個 人 情 報 
フ ァ イ ル で あ る 旨 

 

行政機関等匿名加工 
情報の提案を受ける 
組織の名称及び所在地 

 

行政機関等匿名加工 
情 報 の 概 要  

作成された行政機関等 
匿名加工情報に関する 
提 案 を 受 け る 
組織の名称及び所在地 

 

作成された行政機関等 
匿名加工情報に関する 
提 案 を す る こ と が 
で き る 期 間 

 

備 考 

業務の名称 細街路拡幅整備事業に関する業務 

ファイルに 
記録される 

本人の数 
約 9,000 件 

その他   

 


